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【参考】地域包括医療病棟とは①
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【参考】地域包括医療病棟とは②
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＊地域で連携していく中で、一時的に想定される診療が難しい期間がある場合、令８年５月末までの間、平均在院日数等の要件について、3か月を上限とし、当該期間を実績の対象期間から
除いて差し支えない。（厚生労働省保険局医療課 令和６年５月31日事務連絡 「疑義解釈資料の送付について（その７）」）

＊



【参考】地域包括医療病棟とは③

4



【参考】地域包括医療病棟とは④
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令和６年度病床機能報告について
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第1５回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ（令和６年７月10日）より抜粋


